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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当該音響信号処理装置にアクセスするための端末装置と通信可能な音響信号処理装置で
あって、
　外部装置から入力する音響信号を複数のチャンネルで処理して外部装置に出力する音響
信号処理手段と、
　当該音響信号処理装置に直接に又は他の装置を介して接続される外部装置と、該外部装
置から入力する音響信号が供給されるチャンネル又は該外部装置へ出力する音響信号を供
給するチャンネルとの対応関係を記憶する第１の記憶手段と、
　前記各チャンネルについて、前記音響信号処理手段がそのチャンネルでの音響信号処理
に使用するパラメータに関する表示を行うための表示部を備えた画面の内容を示す画面デ
ータ及びその画面の画面ＩＤを記憶する第２の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段に対応関係を記憶している外部装置のうち１の外部装置の選択を受
け付ける選択受付手段と、
　前記選択受付手段により選択を受け付けた外部装置と対応するチャンネルでの音響信号
処理に使用するパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及び当該音響信号処
理装置のアドレス情報を含む識別コードを出力する出力手段と、
　前記端末装置から画面ＩＤを受信した場合に、該画面ＩＤが示す画面の画面データと、
該画面で表示を行うパラメータの現在値のデータとを前記画面ＩＤの送信元である端末装
置に送信する送信手段とを有することを特徴とする音響信号処理装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の音響信号処理装置であって、
　前記選択受付手段が、前記第１の記憶手段に対応関係を記憶している外部装置のうち１
の外部装置に加えて複数の外部装置の選択も受け付ける手段であり、
　前記選択受付手段が前記複数の外部装置の選択を受け付けた場合に、選択された複数の
外部装置とそれぞれ対応する複数のチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータに
関する表示を行うための表示部を備える新たな画面のデータを作成すると共に、該新たな
編集画面に画面ＩＤを割り当て、該画面ＩＤ及び該新たな画面の内容を示す画面データを
前記第２の記憶手段に記憶させる画面データ作成手段を有し、
　前記出力手段が、前記選択受付手段が１の外部装置の選択を受け付けた場合には、該選
択受付手段により選択を受け付けた外部装置と対応するチャンネルでの音響信号処理に使
用するパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及び当該音響信号処理装置の
アドレス情報を含む識別コードを出力し、前記選択受付手段が複数の外部装置の選択を受
け付けた場合には、該選択に応じて前記画面データ作成手段が作成した画面の画面ＩＤ及
び当該音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを出力する手段であることを特
徴とする音響信号処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の音響信号処理装置にアクセスするための端末装置であって、
　表示器と、
　前記出力手段が出力した識別コードを光学的に読み取る読取手段と、
　前記読取手段が読み取った識別コードから画面ＩＤ及びアドレス情報を抽出し、該抽出
したアドレス情報が示す音響信号処理装置に対し、該抽出した画面ＩＤを送信する送信手
段と、
　該画面ＩＤの送信に応じて前記音響信号処理装置が送信してくる画面データ及びパラメ
ータの現在値を受信する受信手段と、
　該受信手段が受信した画面データに基づいて前記表示器に画面を表示すると共に、該受
信手段が受信した現在値のデータを、該画面において表示するパラメータの値の現在値と
して設定し、該画面により前記音響信号処理装置が音響信号処理に使用するパラメータに
関する表示を行う表示制御手段とを有することを特徴とする端末装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の音響信号処理装置の出力手段に、選択した１の外部装置と対応
するチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行うための画面の
画面ＩＤ及び前記音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを印刷出力させ、該
印刷出力させた識別コードを、前記選択した１の外部装置に貼付する工程を、使用予定の
外部装置について予め行っておき、
　請求項３に記載の端末装置の読取手段に、所望の外部装置に貼付した識別コードを読み
取らせ、
　前記端末装置の送信手段にその読み取った識別コードに従った画面ＩＤの送信を行わせ
、
　該送信に応じて前記音響信号処理装置が前記端末装置に送信する画面データ及びパラメ
ータの現在値に基づいて前記端末装置が表示する画面を参照することにより、前記所望の
外部装置と対応するチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータの値を参照するこ
とを特徴とする、音響信号処理に使用するパラメータの参照方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の音響信号処理装置の出力手段に、選択した複数の外部装置とそれぞれ
対応する複数のチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行うた
めの画面の画面ＩＤ及び前記音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを印刷出
力させ、該印刷出力させた識別コードを、前記選択した複数の外部装置からなる外部装置
群の近傍に貼付する工程を、使用予定の外部装置群について予め行っておき、
　請求項３に記載の端末装置の読取手段に、所望の外部装置群の周辺に貼付した識別コー
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ドを読み取らせ、
　前記端末装置の送信手段にその読み取った識別コードに従った画面ＩＤの送信を行わせ
、
　該送信に応じて前記音響信号処理装置が前記端末装置に送信する画面データ及びパラメ
ータの現在値に基づいて前記端末装置が表示する画面を参照することにより、前記所望の
外部装置群と対応するチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータの値を参照する
ことを特徴とする、音響信号処理に使用するパラメータの参照方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、音響信号を所定のパラメータの値に従って処理する音響信号処理装置、こ
のような音響信号処理装置にアクセスするための端末装置、および上記の端末装置を用い
て上記の音響信号処理装置が音響信号処理に使用するパラメータの値を参照する音響信号
処理に使用するパラメータの参照方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、音響信号処理装置であるデジタルミキサ（以下単に「ミキサ」という）をイ
ーサネット（登録商標）等のネットワークを介してＰＣ（パーソナルコンピュータ）と接
続し、ＰＣを端末装置として用いて、そのＰＣの画面に表示させた編集画面を操作するこ
とにより、ミキサにおいて音響信号処理に使用するパラメータの値を参照及び編集できる
ようにすることが行われている。
　このようなミキサの遠隔操作については、例えば非特許文献１に記載されている。
【０００３】
　この文献に記載の技術の場合、ＰＣによりミキサを遠隔操作してパラメータの値を設定
しようとする場合には、ＰＣに予め所定の遠隔操作用アプリケーションソフトをインスト
ールしておき、そのＰＣとミキサとをネットワークを介して接続する。そして、ＰＣ側で
パラメータを編集したいミキサを選択し、アプリケーションに適切な設定を行って選択し
たミキサが備える機能に合った編集画面を用意し、全てのパラメータについてミキサ側と
同期を取った上で、用意した多数の編集画面の中から所望のパラメータを編集するための
画面を呼び出し、その画面に対して操作を行う、という手順で、パラメータの編集を行っ
ていた。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「Ｍ７ＣＬ　Ｅｄｉｔｏｒ　取扱説明書」，ヤマハ株式会社，２００５
年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような従来の遠隔操作では、ＰＣを操作するユーザが手動で操作
対象のミキサを選択し、さらに編集したいパラメータに応じた編集画面を選択する必要が
あった。
　一方、操作可能なパラメータの種類は多岐に亘り、それに応じて選択可能な編集画面の
数は多い。さらに、大規模な利用環境では、操作対象となり得る機器も複数存在する場合
がある。
【０００６】
　このため、操作対象機器の選択や編集画面の選択に手間がかかり、また、ユーザの勘違
いや操作ミスにより、選択間違いが起こる可能性があるという問題があった。特に、音響
信号処理装置に接続されている外部機器を意識したパラメータの編集を行おうとする場合
にこの問題が顕著であった。
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　例えば、特定のスピーカへ出力する音響信号のレベルや、特定のマイクから入力する音
響信号のレベル等を調整しようとする場合、どのスピーカやどのマイクがどの機器のどの
信号処理チャンネルに接続されているかを認識した上で、そのチャンネルのパラメータを
編集する画面を選択しなければならず、この操作は、ユーザに高い注意力を要求するもの
であった。
　また、これらの問題は、パラメータの編集を行う場合だけでなく、単にパラメータの値
を参照する場合にも、同様に存在するものである。
【０００７】
　この発明は、このような問題を解決し、音響信号処理装置に端末装置を用いてアクセス
し、その端末装置により、音響信号処理装置が音響信号処理に使用するパラメータの値を
参照又は編集しようとする場合に、容易かつ正確にそのための操作が行えるようにするこ
とを目的とする。特に、音響信号処理装置に直接または他の装置を介して接続されている
外部装置に関連するパラメータの参照又は編集を、容易に行えるようにすることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、上記の目的を達成するため、自身にアクセスするための端末装置と通信可
能な音響信号処理装置において、外部装置から入力する音響信号を複数のチャンネルで処
理して外部装置に出力する音響信号処理手段と、その音響信号処理装置に直接に又は他の
装置を介して接続される外部装置と、その外部装置から入力する音響信号が供給されるチ
ャンネル又はその外部装置へ出力する音響信号を供給するチャンネルとの対応関係を記憶
する第１の記憶手段と、上記各チャンネルについて、上記音響信号処理手段がそのチャン
ネルでの音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行うための表示部を備えた画
面の内容を示す画面データ及びその画面の画面ＩＤを記憶する第２の記憶手段と、上記第
１の記憶手段に対応関係を記憶している外部装置のうち１の外部装置の選択を受け付ける
選択受付手段と、上記選択受付手段により選択を受け付けた外部装置と対応するチャンネ
ルでの音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及び
その音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを出力する出力手段と、上記端末
装置から画面ＩＤを受信した場合に、その画面ＩＤが示す画面の画面データと、その画面
で表示を行うパラメータの現在値のデータとを上記画面ＩＤの送信元である端末装置に送
信する送信手段とを設けたものである。
【０００９】
　このような音響信号処理装置において、上記選択受付手段を、上記第１の記憶手段に対
応関係を記憶している外部装置のうち１の外部装置に加えて複数の外部装置の選択も受け
付ける手段とし、上記選択受付手段が上記複数の外部装置の選択を受け付けた場合に、選
択された複数の外部装置とそれぞれ対応する複数のチャンネルでの音響信号処理に使用す
るパラメータに関する表示を行うための表示部を備える新たな画面のデータを作成すると
共に、その新たな編集画面に画面ＩＤを割り当て、その画面ＩＤ及びその新たな画面の内
容を示す画面データを上記第２の記憶手段に記憶させる画面データ作成手段を設け、上記
出力手段を、上記選択受付手段が１の外部装置の選択を受け付けた場合には、その選択受
付手段により選択を受け付けた外部装置と対応するチャンネルでの音響信号処理に使用す
るパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及びその音響信号処理装置のアド
レス情報を含む識別コードを出力し、上記選択受付手段が複数の外部装置の選択を受け付
けた場合には、その選択に応じて上記画面データ作成手段が作成した画面の画面ＩＤ及び
その音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを出力する手段とするとよい」。
【００１０】
　また、この発明の端末装置は、上記のいずれかの音響信号処理装置にアクセスするため
の端末装置において、表示器と、上記出力手段が出力した識別コードを光学的に読み取る
読取手段と、上記読取手段が読み取った識別コードから画面ＩＤ及びアドレス情報を抽出
し、その抽出したアドレス情報が示す音響信号処理装置に対し、その抽出した画面ＩＤを
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送信する送信手段と、その画面ＩＤの送信に応じて上記音響信号処理装置が送信してくる
画面データ及びパラメータの現在値を受信する受信手段と、その受信手段が受信した画面
データに基づいて上記表示器に画面を表示すると共に、その受信手段が受信した現在値の
データを、その画面において表示するパラメータの値の現在値として設定し、その画面に
より上記音響信号処理装置が音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行う表示
制御手段とを設けたものである。
【００１１】
　また、この発明の音響信号処理に使用するパラメータの参照方法は、上記のいずれかの
音響信号処理装置の出力手段に、選択した１の外部装置と対応するチャンネルでの音響信
号処理に使用するパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及び上記音響信号
処理装置のアドレス情報を含む識別コードを印刷出力させ、その印刷出力させた識別コー
ドを、上記選択した１の外部装置に貼付する工程を、使用予定の外部装置について予め行
っておき、上記の端末装置の読取手段に、所望の外部装置に貼付した識別コードを読み取
らせ、上記端末装置の送信手段にその読み取った識別コードに従った画面ＩＤの送信を行
わせ、その送信に応じて上記音響信号処理装置が上記端末装置に送信する画面データ及び
パラメータの現在値に基づいて上記端末装置が表示する画面を参照することにより、上記
所望の外部装置と対応するチャンネルでの音響信号処理に使用するパラメータの値を参照
するものである。
　また、この発明の別の音響信号処理に使用するパラメータの参照方法は、上記の音響信
号処理装置の出力手段に、選択した複数の外部装置とそれぞれ対応する複数のチャンネル
での音響信号処理に使用するパラメータに関する表示を行うための画面の画面ＩＤ及び上
記音響信号処理装置のアドレス情報を含む識別コードを印刷出力させ、その印刷出力させ
た識別コードを、上記選択した複数の外部装置からなる外部装置群の近傍に貼付する工程
を、使用予定の外部装置群について予め行っておき、上記の端末装置の読取手段に、所望
の外部装置群の周辺に貼付した識別コードを読み取らせ、上記端末装置の送信手段にその
読み取った識別コードに従った画面ＩＤの送信を行わせ、その送信に応じて上記音響信号
処理装置が上記端末装置に送信する画面データ及びパラメータの現在値に基づいて上記端
末装置が表示する画面を参照することにより、上記所望の外部装置群と対応するチャンネ
ルでの音響信号処理に使用するパラメータの値を参照するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のようなこの発明の音響信号処理装置及び端末装置を組み合わせて用いることによ
り、音響信号処理装置に端末装置を用いてアクセスし、その端末装置により、音響信号処
理装置が音響信号処理に使用するパラメータの値を参照又は編集しようとする場合に、容
易かつ正確にそのための操作が行えるようにすることができる。特に、音響信号処理装置
に直接または他の装置を介して接続されている外部装置に関連するパラメータの参照又は
編集を、容易に行えるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明の音響信号処理装置の実施形態であるミキサ及びこの発明の端末装置の
実施形態であるターミナルの使用状態を示す図である。
【図２】図１に示したミキサのハードウェア構成を示す図である。
【図３】同じくターミナルのハードウェア構成を示す図である。
【図４】同じくミキサ及びターミナルにおいて使用するＧＵＩ画面の例を示す図である。
【図５】第１の動作例におけるミキサとターミナルの動作の概略について説明するための
図である。
【００１４】
【図６】同じく動作の概略について説明するための別の図である。
【図７】同じく動作の概略について説明するためのさらに別の図である。
【図８】第１の動作例においてミキサのＣＰＵが実行するコード記号出力処理のフローチ
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ャートである。
【図９】ターミナルのＣＰＵが実行する画面ＩＤ送信処理のフローチャートである。
【図１０】ミキサのＣＰＵが実行する端末用データ送信処理のフローチャートである。
【００１５】
【図１１】ターミナルのＣＰＵが実行する画面表示処理のフローチャートである。
【図１２】第２の動作例におけるミキサとターミナルの動作の概略について説明するため
の図である。
【図１３】機器情報テーブルの例を示す図である。
【図１４】入力パッチデータの例を示す図である。
【図１５】第２の動作例においてミキサのＣＰＵが実行するコード記号出力処理のフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明を実施するための形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　まず、図１に、この発明の音響信号処理装置の実施形態であるミキサ及びこの発明の端
末装置の実施形態であるターミナルの使用状態を示す。
【００１７】
　ここで、ミキサ１０は、マイク、スピーカ、アンプ、レコーダ、イコライザ、エフェク
タ、楽器等の種々の外部装置５０を接続し、これらの外部装置５０のうち音響信号の供給
源から入力する音響信号を、複数の入力チャンネル（ｃｈ）で処理し、その処理結果をミ
キシングし、ミキシング結果をさらに出力ｃｈで処理して、処理後の音響信号を外部装置
５０のうち所定の出力先に出力する装置である。
　また、ターミナル３０は、ユーザが携帯して持ち歩き、ミキサ１０が信号処理に使用す
るパラメータの値を離れた場所から参照したり、またそのパラメータの値を編集したりす
るための装置である。
【００１８】
　図１に示すように、このようなミキサ１０（１０ａ～１０ｃ）とターミナル３０（３０
ａ、３０ｂ）とは、ネットワークＮにより接続し、相互に通信可能な状態で使用する。こ
のネットワークＮについては、例えばイーサネット（登録商標）規格のＬＡＮ（ローカル
エリアネットワーク）を用いることができるが、特に規格に制限はない。なお、有線でも
無線でもよいが、少なくともターミナル３０については、無線接続が可能であることが、
可搬性の観点から好ましい。
【００１９】
　外部装置５０については、ここでは全ての外部装置５０をミキサ１０にローカルに接続
する例を示したが、ミキサ１０がネットワークＮを介して接続される外部装置５０あるい
は他のミキサ１０との間で音響信号の入出力を行う場合もある。
　プリンタ６０は、ミキサ１０からの指示により後述するコード記号を印刷出力するため
の印刷装置である。ここではネットワークＮに接続した状態を示しているが、ミキサ１０
にローカル接続したり、ミキサ１０に印刷機能を設けてそれを用いたりしてもよい。
【００２０】
　次に、図２に、ミキサ１０のハードウェア構成を示す。
　図２に示すように、ミキサ１０は、ＣＰＵ１１，ＲＯＭ１２，ＲＡＭ１３，通信Ｉ／Ｆ
１４，操作検出回路１５，表示制御回路１６，波形Ｉ／Ｏ１７，信号処理部（ＤＳＰ）１
８を備え、これらがシステムバス１９によって接続されている。また、操作検出回路１５
には操作子２１が、表示制御回路１６には表示器２２がそれぞれ接続されている。
【００２１】
　そして、ＣＰＵ１１は、このミキサ１０の動作を制御する制御手段であり、ＲＯＭ１２
に記憶された所要の制御プログラムを実行することにより、通信Ｉ／Ｆ１４を介したター
ミナル３０等の他の装置との通信の制御、操作検出回路１５を介した操作子２１の操作内
容検出、表示制御回路１６を介した表示器２２の表示制御、ＤＳＰ１８における信号処理
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の制御等の種々の制御を行うことができる。
【００２２】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１が実行する制御プログラム等を記憶する、フラッシュメモリ
等の書き換え可能な不揮発性記憶手段である。
　ＲＡＭ１３は、一時的に記憶すべきデータを記憶したり、ＣＰＵ１１のワークメモリと
して使用したりする記憶手段である。
　通信Ｉ／Ｆ１４は、ネットワークＮに接続するためのインタフェースである。
【００２３】
　操作検出回路１５は、操作子２１における操作を検出するための回路である。操作子２
１は、ミキサ１０に対する操作を受け付けるためのものであり、種々のキー、ボタン、ダ
イヤル、スライダ及び、表示器２２を構成する液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）に積層したタ
ッチパネル等によって構成することができる。
【００２４】
　表示制御回路１６は、ＣＰＵ１１からの指示に従って表示器２２における表示を制御す
るための回路である。表示器２２は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）等によって構成され、ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザ・インタフェース）
や、パラメータの値等の種々の情報を表示する表示手段である。
【００２５】
　波形Ｉ／Ｏ１７は、ＤＳＰ１８で処理すべき音響信号の入力を受け付け、また処理後の
音響信号を出力するためのインタフェースである。そして、この波形Ｉ／Ｏ１７には、Ａ
／Ｄ変換回路を備えたアナログ入力端子，Ｄ／Ａ変換回路を備えたアナログ出力端子，デ
ジタル入出力用のデジタル入力端子及びデジタル出力端子を適宜組み合わせて複数設けて
いる。
【００２６】
　ＤＳＰ１８は、信号処理回路を含み、波形Ｉ／Ｏ１７から入力する音響信号に対し、カ
レントメモリに記憶してある各種パラメータの現在値に従って、ミキシング、イコライジ
ング等の各種信号処理を施して波形Ｉ／Ｏ１７に出力する信号処理手段である。カレント
メモリの記憶領域は、ＲＡＭ１３あるいはＤＳＰ１８自身に備えるメモリに用意すること
が考えられる。
【００２７】
　次に、図３に、ターミナル３０のハードウェア構成を示す。
　図３に示すように、ターミナル３０は、ＣＰＵ３１，ＲＯＭ３２，ＲＡＭ３３，通信Ｉ
／Ｆ３４，操作検出回路３５，表示制御回路３６，画像処理回路３７を備え、これらがシ
ステムバス３８によって接続されている。また、操作検出回路３５には操作子４１が、表
示制御回路３６には表示器４２が、画像処理回路３７にはカメラ４３がそれぞれ接続され
ている。
【００２８】
　そして、ＣＰＵ３１は、ターミナル３０の動作を制御する制御手段であり、ＲＯＭ３２
に記憶された所要の制御プログラムを実行することにより、通信Ｉ／Ｆ３４を介したミキ
サ１０等の他の装置との通信の制御、操作検出回路３５を介した操作子４１の操作内容検
出、表示制御回路３６を介した表示器４２の表示制御、画像処理回路３７における画像解
析とコード記号のデコードの制御等の種々の制御を行うことができる。
【００２９】
　ＲＯＭ３２は、ＣＰＵ３１が実行する制御プログラム等を記憶する、フラッシュメモリ
等の書き換え可能な不揮発性記憶手段である。
　ＲＡＭ３３は、一時的に記憶すべきデータを記憶したり、ＣＰＵ３１のワークメモリと
して使用したりする記憶手段である。
　通信Ｉ／Ｆ３４は、ネットワークＮに接続するためのインタフェースである。
【００３０】
　操作検出回路３５は、操作子４１における操作を検出するための回路である。操作子４
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１は、ターミナル３０に対する操作を受け付けるためのものであり、表示器４２と一体化
した、ＬＣＤに積層したタッチパネルを主な構成としている。その他にもいくつかのキー
やボタンを設けているが、ターミナル３０を小型化して容易に持ち運びできるようにする
ため、操作子の数は比較的少なく抑えている。
【００３１】
　表示制御回路３６は、ＣＰＵ３１からの指示に従って表示器４２における表示を制御す
るための回路である。表示器４２は、ＧＵＩ（グラフィカル・ユーザ・インタフェース）
や、ミキサ１０が使用するパラメータの値等の種々の情報を表示する表示手段であり、上
記のＬＣＤ及びいくつかのＬＥＤにより構成されている。
【００３２】
　画像処理回路３７は、カメラ４３により撮影して得た画情報を処理し、ＣＰＵ３１が扱
える画像データ又は、画像中のコード記号をデコードして得られるデータに変換する回路
である。カメラ４３は、対象を撮影し、ＣＭＯＳイメージセンサ等のセンサによりその画
情報を電気信号として出力する撮影手段であり、適宜公知のものを採用すればよい。
【００３３】
　以上のような構成を有するミキサ１０及びターミナル３０において、特徴的な点は、タ
ーミナル３０（及びミキサ１０）のユーザが、ターミナル３０に所望の情報を表示させ、
またターミナル３０を用いて所望のパラメータを編集できるようにするための操作である
。そこで、以下、この操作による情報の表示及びパラメータの編集を実現するために、ミ
キサ１０及びターミナル３０に実行させる動作について説明する。
【００３４】
〔第１の動作例：図４乃至図１１〕
　まず、第１の動作例として、ターミナル３０に、ユーザが選択した画面を表示させる場
合のミキサ１０及びターミナル３０の動作について説明する。
　まず、図４に、ミキサ１０及びターミナル３０において使用するＧＵＩ画面の例を示す
。
【００３５】
　ミキサ１０においては、ユーザの操作を受け付けるための画面として、表示器２２に表
示させる種々のＧＵＩ画面が用意されているが、その一例として図４に入力ｃｈ設定画面
１００を示す。この画面は、ｃｈストリップ１１０を８つ備え、その８つのｃｈストリッ
プ１１０により１番目から８番目までの入力ｃｈのパラメータの設定を行うための画面で
ある。
　そして、各ｃｈストリップ１１０には、パンつまみ１１１、ＳＥＬスイッチ１１２、Ｏ
Ｎスイッチ１１３、フェーダ１１４、レベルメータ１１５、ｃｈ番号表示部１１６を設け
ている。
【００３６】
　ただし、ミキサ１０においては、これらの各部は、対応するパン、ｃｈ選択状態、ｃｈ
出力オンオフ、フェーダのパラメータの値、ｃｈで処理中の信号レベル、およびｃｈの番
号を表示するための表示部であり、パラメータの編集操作は、図示しない操作パネルに設
けた、これらの表示部と対応する操作子により行う。
　また、ｃｈストリップ１１０の部分をタッチすることにより、対応するｃｈについてよ
り詳細な設定を行うための、ｃｈ毎に用意された画面に移行することが可能である。
【００３７】
　このような画面の内容を示す画面データは、画面を特定するための画面ＩＤと共に、ミ
キサ１０のＲＯＭ１２に記憶されている。ここでいう「内容」には、画面の機能も含む。
すなわち、例えば入力ｃｈ設定画面１００の画面データは、ｃｈストリップ１１０がタッ
チされた場合に所定の画面ＩＤのｃｈ毎の詳細設定画面に移動する、操作パネル上のフェ
ーダが操作された場合に対応するｃｈのフェーダパラメータの値をそれに応じて変更する
、等の、画面表示中に検出したイベントに応じて行う動作の内容を規定するデータも含む
ものである。
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【００３８】
　また、ミキサ１０においては、ミキサ１０において用いる各ＧＵＩ画面と対応させて、
ターミナル３０において表示器４２に表示させ、ミキサ１０側と同等な機能あるいは一部
簡略化した機能を実現させるためのＧＵＩ画面の画面データも用意し、ＲＯＭ１２に記憶
させている。画面の対応関係は、同じ画面ＩＤを付すことにより容易に把握できるように
している。
【００３９】
　例えば、この実施形態のミキサ１０においては、図４に示す入力ｃｈ設定画面１００に
ついて、ターミナル３０側で用いる画面として、ミキサ１０側と同じ外見の画面を用意し
ている。ただし、ミキサ１０とターミナル３０では、画面に対する操作を行うための操作
子の数や種類が異なるため、画面の機能は、同一ではない。
【００４０】
　ターミナル３０側では、入力ｃｈ設定画面１００に対する操作を行うための操作子とし
て、押下操作の可能なロータリーエンコーダを１つだけ用意し、パンつまみ１１１、ＳＥ
Ｌスイッチ１１２、ＯＮスイッチ１１３、およびフェーダ１１４へのタッチ操作に応じて
そのスイッチをロータリーエンコーダに割り当て、そのロータリーエンコーダにより、割
り当てられたパラメータの編集操作を受け付けるようにしている。
　また、ｃｈ毎に用意された画面への移行は、ｃｈストリップ１１０への２回続けてのタ
ッチで受け付けることとしている。
【００４１】
　なお、ミキサ１０とターミナル３０では表示器のサイズが異なることが通常であるので
、表示するパラメータの種類や画面のデザインがそれに応じて異なっていても、特に問題
はない。例えば、ミキサ１０では１画面に表示される内容が、ターミナル３０ではタブや
ハイパーリンクなどにより切り替えられる複数の画面に表示される等である。
【００４２】
　次に、図５乃至図７を用いて、この動作例におけるミキサ１０とターミナル３０の動作
の概略について説明する。
　この動作例において、ミキサ１０は、ユーザから、ミキサ１０において用いるＧＵＩ画
面のうち、ターミナル３０で使用したい画面の選択を受け付ける。そして、その選択に応
じて、図５に示すように、選択された画面と対応するターミナル３０用の画面をターミナ
ル３０に表示させるために必要な情報を含むコード記号７０を、識別コードとして表示器
２２に表示させる。この「必要な情報」は、表示させる画面の画面ＩＤと、その画面を持
つミキサ１０のネットワークＮ上のアドレスである。
【００４３】
　そして、ターミナル３０のユーザが、ターミナル３０に備えるカメラ４３によりコード
記号７０を撮影すると、ターミナル３０がこれをデコードして画面ＩＤとアドレスを取得
し、そのアドレス（コード記号７０を表示しているミキサ１０のアドレスである）に対し
てその画面ＩＤを送信する。
【００４４】
　ミキサ１０は、この画面ＩＤを受信すると、その画面ＩＤの画面の表示に必要なデータ
として、画面データ及びその画面で表示及び／又は編集するパラメータの現在値を含む端
末用データをターミナル３０に返し、ターミナル３０はその端末用データに基づいてＧＵ
Ｉ画面を表示器４２に表示させる。
【００４５】
　このとき、表示中のＧＵＩ画面がミキサ１０におけるパラメータの値の表示や編集を行
うための画面であることは、ターミナル３０側で把握できる。従って、表示内容を最新の
設定内容に合わせるための、ミキサ側でのパラメータの値の変更の監視や、ターミナル３
０側で受けた編集操作に応じたパラメータの値の変更要求のための通信先も、ターミナル
３０が自動的に設定する。
【００４６】



(10) JP 5201023 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

　以上の動作を行うことにより、ユーザは、ターミナル３０の操作としては、単にコード
記号を撮影するだけで、所望のミキサ１０について所望の画面をターミナル３０に表示さ
せ、ミキサ１０が信号処理に用いるパラメータの参照や編集を行うことができる。この場
合において、ターミナル３０側では、ユーザが手動でアクセス対象のミキサや表示させる
画面を選択する必要がないので、携帯性に優れた、操作子の少ない小型のターミナル３０
を用いたとしても、操作間違いは起こらず、また操作の煩わしさも大幅に軽減される。特
に、アクセス対象については、同じ機種が複数台並んでいるような紛らわしい場合でも、
個々の装置のアドレスや名称を気にすることなく、所望の装置を選択できるため、間違い
低減や操作性向上の効果が大きい。
【００４７】
　ミキサ１０側で所望の画面を選択する必要はあるが、一般に、ミキサ１０においては画
面選択のための操作子が充実しているため、ターミナル３０側で選択操作を行うよりは、
はるかに効率的かつ誤りの少ない操作が可能であると考えられる。
【００４８】
　また、ターミナル３０がＧＵＩ画面を表示する際に、必要な範囲で自動的にミキサ１０
との間のパラメータの同期を取ることができる（ミキサ１０側とターミナル３０側とで、
パラメータの現在値を揃えることができる）ので、パラメータの同期に関する操作は不要
であり、この点でも操作性を向上させることができる。さらに、ターミナル３０に表示さ
せる画面で扱うパラメータについてのみ同期を取るので、全パラメータを同期させる場合
に比べ、同期処理を高速化することができる。
【００４９】
　なお、ミキサ１０においては、ターミナル３０に表示させる画面として、複数の画面を
同時に選択することもできる。
　図６に示すのがこの場合の動作例である。
　この場合でも、基本的な動作は図５の場合と変わらないが、ミキサ１０は、選択された
複数の画面が備える表示部を全て備える新たな画面を生成して画面ＩＤを割り当て、その
画面ＩＤを含むコード記号７１を表示器２２に表示させる。
【００５０】
　ここで、レベルメータ１１５のように本質的に値の表示のみを行う部分だけでなく、パ
ンつまみ１１１やフェーダ１１４のように、形状としては操作子であり、ターミナル３０
側で、あるいはミキサ１０側でもパラメータの編集操作の受け付けに用いる部分であって
も、値の表示にも用いる部分であれば表示部に含まれる。
　また、通常は、複数の画面に備える全ての表示部を１つの画面に収めることはできない
と考えられるため、生成する「新たな画面」は、図６の表示器４２に示すように、選択さ
れた複数の画面をタブにより切替えることができるような構成にすることが考えられる。
【００５１】
　また、ミキサ１０においては、ターミナル３０に表示させる対象として、画面全体だけ
でなく、画面中の一部の操作子を選択することも可能である。
　図７に示すのがこの場合の動作例である。
　この場合でも、基本的な動作は図５の場合と変わらないが、ミキサ１０は、選択された
表示部を全て備える新たな画面を生成して画面ＩＤを割り当て、その画面ＩＤを含むコー
ド記号７２を表示器２２に表示させる。
【００５２】
　ここで、表示部は、複数の画面から任意の数ずつ選択することができる。また、選択の
単位も、パンつまみ１１１やフェーダ１１４のように個別の表示部毎に選択できるように
してもよいし、ｃｈストリップ１１０のように、表示部がいくつか集まったグループ毎に
のみ選択できるようにしてもよい。どちらの選択もできるようにしてもよい。
　また、新たな画面を生成する際には、表示部の選択順や、表示部が属する画面毎等、所
定の順番で空白の画面に表示部を配置していけばよい。そして、１画面で配置しきれない
場合には、図６に示した例と同様に、複数の画面をタブにより切替えることができるよう
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な構成とすればよい。
【００５３】
　次に、図８乃至図１１を用いて、以上説明した動作を実現するためにミキサ１０のＣＰ
Ｕ１１及びターミナル３０のＣＰＵ３１が実行する処理について説明する。
　まず、図８に、ミキサ１０のＣＰＵ１１が実行するコード記号出力処理のフローチャー
トを示す。
　ミキサ１０において、図５乃至図７に示すようなコード記号の表示は、操作子を操作し
てパラメータを編集する通常動作モードとは異なる、登録モードの処理として行う。
【００５４】
　そして、ユーザが登録モードに入る指示を行うと、ミキサ１０のＣＰＵ１１は、図８の
フローチャートに示す処理を開始すると共に、表示器２２に表示させる不図示のＧＵＩ上
で、ターミナル３０に表示させる画面又は表示部の選択と、選択された対象に関する画面
のコード記号の出力指示とを受け付ける。
【００５５】
　そして、図８の処理において、ＣＰＵ１１は、コード記号の出力指示があるまで待機し
（Ｓ１１）、出力指示があると、ステップＳ１２以下の処理に進む。
　そして、この時点でターミナル３０に表示させる対象として、画面が１つのみ選択され
ている場合には（Ｓ１２，Ｓ１３の両方でＹＥＳ）、新たな画面を作成する必要がないた
め、選択されている画面の画面ＩＤと、ミキサ１０自身のアドレス（例えばＩＰアドレス
）との情報を含むコード記号を作成し（Ｓ１４）、これを出力して（Ｓ１５）ステップＳ
１１に戻り、処理を繰り返す。
【００５６】
　また、複数の画面が選択されていたり（Ｓ１２でＹＥＳ、Ｓ１３でＮＯ）、表示部が選
択されていたり（Ｓ１２でＮＯ、Ｓ１６でＹＥＳ）した場合には、それらの選択された対
象をターミナル３０に表示させるためのターミナル３０用ＧＵＩ画面を図６及び図７の説
明で述べたように作成し、その画面に画面ＩＤを割り当て、画面ＩＤ及び、その画面の内
容を示す画面データを、ＲＯＭ１２あるいはＲＡＭ１３に保存する（Ｓ１７）。そして、
その作成した画面の画面ＩＤと、ミキサ１０自身のアドレスとの情報を含むコード記号を
作成し（Ｓ１８）、これを出力して（Ｓ１５）ステップＳ１１に戻り、処理を繰り返す。
　ステップＳ１６でＮＯの場合には、対象の選択がない旨を表示器２２に表示させ（Ｓ１
９）、ステップＳ１１に戻って処理を繰り返す。
　そしてこの処理は、登録モードから抜ける指示があった場合に、中断して終了する。
【００５７】
　ここで、コード記号としては、図５等に示したようなバーコードを用いてもよいが、Ｑ
Ｒコードを初めとする二次元コードなど、種々の形式のものを用いることができる。コー
ド記号は画面ＩＤとアドレスを表現できれば足りるので、比較的情報量の少ない単純な形
式のものも用いることができる。
　また、コード記号の出力は、この第１の動作例の場合、撮影時にミキサ１０との対応関
係が分かりやすいよう、表示器２２に表示して行うことが好ましい。しかし、ターミナル
３０のカメラ４３で撮影可能な状態で出力できれば出力方法に制限はなく、プリンタ６０
を用いた印刷出力等も考えられる。
【００５８】
　以上の処理により、ＣＰＵ１１は、必要に応じて新たな画面を作成した上で、ターミナ
ル３０に表示させるべき画面の画面ＩＤと、ターミナル３０がコード記号の読み取りに応
じてアクセスすべきアクセス先の情報とを含むコード記号を、ターミナル３０が読み取る
ことのできる状態で出力することができる。
　以上の処理において、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１５で出力手段として、ステップＳ１
７で画面データ作成手段として、それぞれ機能する。
【００５９】
　次に、図９にターミナル３０のＣＰＵ３１が実行する画面ＩＤ送信処理のフローチャー
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トを示す。
　ターミナル３０のＣＰＵ３１は、ユーザからの、コード記号を用いたミキサへのアクセ
ス設定を行う旨の指示があると、カメラ４３を起動して画像の撮影が可能な状態とすると
共に、図９のフローチャートに示す処理を開始する。
　そして、まずカメラ４３が撮影した画像の画像データを取得し（Ｓ３１）、その画像デ
ータを解析して、画像中に含まれるコード記号をデコードする（Ｓ３２）。ミキサ１０が
図８のステップＳ１５で出力したコード記号をカメラ４３により適切に撮影できた場合、
このデコードにより、画面ＩＤとミキサ１０のアドレスが得られるはずである。
【００６０】
　ここでデコードが成功しなかった場合には（Ｓ３３のＮＯ）、ステップＳ３１に戻って
処理を繰り返し、成功した場合には（Ｓ３３のＹＥＳ）、コード記号が示す画面ＩＤ及び
アドレスの情報を取得する（Ｓ３４）。
　そして、その取得したアドレスの装置（コード記号を出力したミキサ１０のはずである
）に対し、取得した画面ＩＤを送信し（Ｓ３５）、処理を終了する。
　以上の処理により、ターミナル３０は、コード記号を出力したミキサ１０に対し、その
コード記号が示す画面の画面データを要求することができる。この処理において、ＣＰＵ
３１は、ステップＳ３５で送信手段として機能する。
【００６１】
　次に、図１０に、ミキサ１０のＣＰＵ１１が実行する端末用データ送信処理のフローチ
ャートを示す。
　ミキサ１０のＣＰＵ１１は、ターミナル３０が図９のステップＳ３５で送信してくる画
面ＩＤを受信すると、図１０のフローチャートに示す処理を開始する。この処理は、ミキ
サ１０が登録モードであるか通常動作モードであるかに関わらず実行することができる。
【００６２】
　そして、図１０の処理においては、まず受信した画面ＩＤと対応するターミナル３０用
画面の画面データを取得し（Ｓ４１）、その画面で表示又は編集するパラメータの現在値
を、カレントメモリから読み出して取得する（Ｓ４２）。その後、それらの画面データ及
び現在値をパッケージ化して端末用データを生成し（Ｓ４３）、その端末用データを画面
ＩＤの送信元であるターミナル３０に送信して（Ｓ４４）、処理を終了する。
【００６３】
　ミキサ１０は、以上の処理により、ターミナル３０からのアクセスに応じて、ターミナ
ル３０に表示させるべき画面（ターミナル３０が撮影したコード記号が示す画面）の表示
に必要な情報を、ターミナル３０に送信することができる。この処理において、ＣＰＵ１
１は、ステップＳ４３及びＳ４４で送信手段として機能する。なお、ステップＳ４３での
パッケージ化は、必ずしも行わなくてもよい。
【００６４】
　次に、図１１に、ターミナル３０のＣＰＵ３１が実行する画面表示処理のフローチャー
トを示す。
　ターミナル３０のＣＰＵ３１は、ミキサ１０が図１０のステップＳ４４で送信してくる
端末用データを受信すると、図１１のフローチャートに示す処理を開始する。
【００６５】
　そして、受信した端末用データに含まれる画面データに基づき表示器４２に画面を表示
させる（Ｓ５１）と共に、その表示させた画面で表示又は編集するパラメータの現在値を
記憶させるカレントメモリを、ＲＡＭ３３に確保する（Ｓ５２）。その後、受信した端末
用データに含まれるパラメータの現在値を確保したカレントメモリにコピーし（Ｓ５３）
、そのパラメータの値に基づいて画面の表示を更新する（Ｓ５４）。そして、端末用デー
タを送信してきたミキサ１０（図９のステップＳ３５における画面ＩＤの送信先）との間
のリアルタイム通信に必要な通信路をネットワークＮ上に確保して（Ｓ５５）、処理を終
了する。
【００６６】
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　ターミナル３０は、以上の処理により、ミキサ１０から受信したデータに基づき、図９
のステップＳ３１で撮影したコード記号と対応する画面を表示器４２に表示させると共に
、その画面で扱うパラメータにつき、ミキサ１０側との同期を取ることができる。以上の
処理において、ＣＰＵ３１は表示制御手段として機能する。
【００６７】
　また、具体的な処理の図示は省略するが、以上の処理の後、ミキサ１０とターミナル３
０は、どちらが能動的にアクセスしてもよいが、相互に定期的に通信してカレントメモリ
の内容を交換し、その同期を取り、ターミナル３０における画面の表示に、常にミキサ１
０における最新のカレントメモリの状態が反映されるようにする。
　また、ターミナル３０において、パラメータの値の変更を指示する操作があった場合、
ターミナル３０のＣＰＵ３１は、その操作内容又はその操作に係るパラメータの値の変更
量をミキサ１０に通知して、指示に従った変更を行わせる。そしてこのことにより、ター
ミナル３０からミキサ１０を遠隔操作することができる。
【００６８】
〔第２の動作例：図１２乃至図１５〕
　次に、第２の動作例として、ターミナル３０に、特定の外部装置と対応するｃｈのパラ
メータに関する画面を表示させる場合のミキサ１０及びターミナル３０の動作について説
明する。
【００６９】
　図１２に、この動作例におけるミキサ１０とターミナル３０の動作の概略を示す。
　この動作例において、ミキサ１０は、ユーザから、ミキサ１０に接続されている外部装
置５０（例えばマイクやスピーカ）の選択を受け付け、その選択に応じて、ターミナル３
０にその装置と対応するｃｈのパラメータに関する画面を表示させるために必要な情報を
含むコード記号７３を、プリンタ６０に指示して印刷出力させる。この「必要な情報」は
、第１の動作例の場合と同じく、表示させる画面の画面ＩＤと、その画面を持つミキサ１
０のネットワークＮ上のアドレスである。そして、ユーザは、そのコード記号７３を、選
択した外部装置５０に貼付し、装置との対応関係がわかるようにしておく。
【００７０】
　そして、ターミナル３０を操作するユーザが、特定の外部装置５０と対応するｃｈのパ
ラメータに関する画面を表示させたい場合、その外部装置５０に貼付されているコード記
号７３を、ターミナル３０に備えるカメラ４３により撮影する。すると、ターミナル３０
がこれをデコードして画面ＩＤとアドレスを取得し、そのアドレス（コード記号７３を出
力した、表示したい画面を有するミキサ１０）に対してその画面ＩＤを送信する。
【００７１】
　以降、ミキサ１０とターミナル３０とが第１の動作例の場合と同様な動作を行うことに
より、ユーザは、ターミナル３０の操作としては、単に所望の外部装置５０に貼付してあ
るコード記号を撮影するだけで、その外部装置５０と対応するｃｈのパラメータに関する
画面をターミナル３０に表示させ、ミキサ１０がそのｃｈの信号処理に用いるパラメータ
の参照や編集を行うことができる。
【００７２】
　この場合においても、ターミナル３０側では、ユーザが手動でアクセス対象のミキサや
表示させる画面を選択する必要がないので、操作間違いは起こらず、また操作の煩わしさ
も大幅に軽減される。特に、外部装置５０がホールやステージに配置されている場合、そ
の状態では、外部装置５０とミキサ１０のｃｈとの対応関係がわかりづらいが、上述の機
能を利用することにより、ユーザがその対応関係を把握していなくても、簡単に外部装置
５０と対応するｃｈに関する画面を表示させることができるので、間違い低減や操作性向
上の効果が大きい。
【００７３】
　ここで、ある外部装置と対応するｃｈとは、その外部装置から入力する音響信号が供給
される入力ｃｈ又はその外部装置へ出力する音響信号を供給する出力ｃｈを指す。このと
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き、外部装置は、ミキサ１０に直接接続されていても、アンプ、イコライザ、エフェクタ
等の他の装置を介して間接に接続されていてもよい。
　ミキサ１０には、このような外部装置とｃｈとの対応関係の情報を、予め記憶させてお
く。
【００７４】
　図１３に、その情報を登録した機器情報テーブルの例を示す。
　機器情報テーブルには、まず、外部装置５０の名称と、その外部装置５０を接続する端
子又はポートの情報を登録する。
　外部装置５０をケーブル（途中に無線の箇所があってもよい）によりミキサ１０の入出
力端子に接続する場合には、ミキサ１０側ではどの端子にどのような装置が接続されるか
は把握できないので、この登録はユーザが手動で行う。また、実際にミキサ１０を使用す
る際に、登録通りに外部装置を接続する必要もある。なお、ミキサ１０にアンプを介して
スピーカを接続するような場合には、外部装置としてアンプを登録してもスピーカを登録
しても構わない。
【００７５】
　また、外部装置５０をネットワークＮを介してミキサ１０と接続する場合には、その外
部装置５０との音響信号の送受信に用いるポートは、ミキサ１０が自動で決定する場合も
あり、またこれに際して接続先装置の名称も自動で取得できることがある。従って、この
ような場合は、装置名と接続先ポートを、ミキサ１０が自動で登録するようにするとよい
。
【００７６】
　いずれの場合も、外部装置５０が接続されるのが入力端子／ポートであるか出力端子／
ポートであるかを示す入出の項目は、接続先端子／ポートの設定内容に応じて自動的に設
定することができる。
　また、各端子やポートから入力する音響信号は、入力パッチにより、供給先の入力ｃｈ
が決定される。そこで、機器情報テーブルにおける使用ｃｈの項目は、接続先端子／ポー
トに基づいて入力パッチの設定内容を参照し、自動的に設定することができる。
【００７７】
　図１４に、その入力パッチの設定内容を示す入力パッチデータの例を示すが、入力パッ
チデータとしては、ミキサ１０が信号入力を受け付け可能な全ての端子及びポートにつき
、そこから入力する信号をどの入力ｃｈに供給するかが設定されている。
　また、以上と同様に、出力端子／ポートに接続される外部装置と出力ｃｈとの対応関係
は、出力パッチの設定内容に応じて自動的に設定することができる。
【００７８】
　なお、パッチの設定内容は、ユーザの操作に応じて変更可能であり、変更があった場合
には、それに応じて機器情報テーブルの内容を更新する。しかし、この変更を行ってしま
うと、外部装置とｃｈとの対応関係が変化してしまうので、コード記号７３の印刷と外部
装置への貼付を行った後は、パッチの設定変更を行わないことが好ましい。
【００７９】
　また、以上の対応関係に基づいて決定される、選択された外部装置５０と対応するｃｈ
に関する画面とは、ミキサ１０のＤＳＰ１８が、そのｃｈの信号処理に使用するパラメー
タを表示及び／又は参照するための画面である。
　そして、この実施形態のミキサ１０においては、図４の説明で述べたように、各ｃｈに
ついて、そのｃｈに関するパラメータを扱うための画面が個別に用意されているので、外
部装置５０と対応するｃｈに関する画面として、その画面をそのまま用いればよいので、
外部装置５０の選択に応じて新たな画面を作成する必要はない。
【００８０】
　しかし、図４に示したような、複数のｃｈに関するパラメータを扱うための画面しか用
意されていない場合には、この画面から、選択された外部装置５０と対応するｃｈに関す
るパラメータを扱う表示部を切り出して、新たな画面を作成する。この際には、第１の動
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作例の場合と同様、作成した画面に新たな画面ＩＤを割り当てる。
【００８１】
　また、ミキサ１０は、１つの外部装置だけでなく、複数の外部装置の選択を受け付ける
こともできる。そして、複数の外部装置が選択された場合、選択された各外部装置とそれ
ぞれ対応する複数のｃｈに関するパラメータを扱う表示部を全て含む、新たな画面を生成
する。この場合、１ｃｈ分のパラメータを扱うための複数の画面を、図６の場合と同様に
タブで切替えられるようにしても、図７の場合と同様に、ｃｈストリップ等の簡易化され
た表示部を複数ｃｈ分並べて配置してもよい。
【００８２】
　いずれにせよ、この場合、ミキサ１０が印刷出力するのは、複数の外部装置からなる外
部装置群と対応するコード記号である。従って、このコード記号は、外部装置そのもので
はなく、外部装置群の近傍に貼付することが好ましい。
　このようなコード記号の利用は、例えばステージ上に配置されたマイクやスピーカにつ
いてまとめて設定を変更したい場合に備え、それらの装置群と対応するコード記号をステ
ージ上に貼付しておくといった場合に有効である。あるいは、配置位置毎にグループ化し
た外部装置群と対応するコード記号を、ホールの地図等の台紙に貼付けて持ち歩き、どこ
からでも所望の位置の装置に関する設定を変更できるようにする等の用途も考えられる。
【００８３】
　次に、図１５を用いて、以上説明した動作を実現するためにミキサ１０のＣＰＵ１１及
びターミナル３０のＣＰＵ３１が実行する処理について説明する。
　図１５に示すのは、この動作例においてミキサ１０のＣＰＵ１１が実行するコード記号
出力処理のフローチャートである。
【００８４】
　第１の動作例の場合と同様、ミキサ１０において、ユーザが登録モードに入る指示を行
うと、ミキサ１０のＣＰＵ１１は、図１５のフローチャートに示す処理を開始すると共に
、表示器２２に表示させる図示しないＧＵＩ上で、図１３に示した機器情報テーブルに登
録されている外部装置の中から、１又は複数の外部装置の選択を受け付ける。
【００８５】
　そして、図１５の処理において、ＣＰＵ１１は、コード記号の出力指示があるまで待機
し（Ｓ６１）、出力指示があると、ステップＳ６２以下の処理に進む。なお、この指示は
、図８のステップＳ１１で監視する指示とは別のものとする。
　そして、この時点で外部装置が１つ選択されている場合には（Ｓ６２，Ｓ６３の両方で
ＹＥＳ）、新たな画面を作成する必要がないため、機器情報テーブルを参照し、選択され
た外部装置と対応するｃｈのパラメータを表示／編集するための画面を特定し（Ｓ６４）
、その画面の画面ＩＤと、ミキサ１０自身のアドレス（例えばＩＰアドレス）との情報を
含むコード記号を作成し（Ｓ６５）、これを出力して（Ｓ６６）ステップＳ６１に戻り、
処理を繰り返す。
【００８６】
　また、複数の装置が選択されていた場合には、（Ｓ６２でＹＥＳ、Ｓ６３でＮＯ）、機
器情報テーブルを参照し、選択された外部装置と対応するｃｈを全て特定する（Ｓ６７）
。そして、特定した全てのｃｈのパラメータを表示／編集するための表示部を配置した、
ターミナル３０に表示させるためのターミナル３０用ＧＵＩ画面を、図１２の説明で述べ
たように作成し、その画面に画面ＩＤを割り当て、画面ＩＤ及び、その画面の内容を示す
画面データを、ＲＯＭ１２あるいはＲＡＭ１３に保存する（Ｓ６８）。そして、その作成
した画面の画面ＩＤと、ミキサ１０自身のアドレスとの情報を含むコード記号を作成し（
Ｓ６９）、これを出力して（Ｓ６６）ステップＳ６１に戻り、処理を繰り返す。
【００８７】
　ステップＳ６２でＮＯの場合には、対象の選択がない旨を表示器２２に表示させ（Ｓ７
０）、ステップＳ６１に戻って処理を繰り返す。
　そしてこの処理は、登録モードから抜ける指示があった場合に、中断して終了する。



(16) JP 5201023 B2 2013.6.5

10

20

30

40

　コード記号の形式は、第１の動作例の場合と同様である。また、図１２では印刷出力す
る例について説明したが、第１の動作例と同様に、コード記号を画面に出力してその場で
撮影するようにすることも可能である。
【００８８】
　以上の処理により、ＣＰＵ１１は、必要に応じて新たな画面を作成した上で、選択され
た外部装置５０と対応するｃｈのパラメータに関する画面の画面ＩＤと、ターミナル３０
がコード記号の読み取りに応じてアクセスすべきアクセス先の情報とを含むコード記号を
、ターミナル３０が読み取ることのできる状態で出力することができる。
　以上の処理において、ＣＰＵ１１は、ステップＳ６６で出力手段として、ステップＳ６
８で画面データ作成手段として、それぞれ機能する。
　また、この動作例においても、ターミナル３０のカメラ４３を用いてコード記号を撮影
する以降の処理は、図９乃至図１１を用いて第１の動作例で説明した処理と同じである。
【００８９】
　以上で実施形態の説明を終了するが、装置の構成や具体的な処理内容、画面の表示例、
操作方法、データ形式等が上述の実施形態で説明したものに限られないことはもちろんで
ある。
【００９０】
　例えば、上述した実施形態では、ターミナル３０がコード記号をカメラで撮影する例に
ついて説明したが、バーコードの場合、カメラではなく、レーザビームによってコード記
号をスキャンするタイプの読取装置を用いることもできる。いずれにせよ、コード記号の
種類に適した、光学的な読取手段を用いればよい。
　また、ターミナル３０のハードウェアとして公知の携帯型ＰＣや携帯情報端末（ＰＤＡ
）を用いてもよい。これらのＰＣやＰＤＡが読取手段を搭載していない場合には、これら
に接続可能な外部の読取手段を利用することもできる。
【００９１】
　また、上述した実施形態では、ミキサ１０を例に取って説明したが、この発明が、エフ
ェクタ、レコーダ、アンプ等の他の音響信号処理装置及びその音響信号処理装置にアクセ
スする端末装置に適用可能であることはもちろんである。
　また、以上述べてきた構成及び変形例は、矛盾しない範囲で適宜組み合わせて適用する
ことも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　以上の説明から明らかなように、この発明の音響信号処理装置及び端末装置を組み合わ
せて用いることにより、音響信号処理装置に端末装置を用いてアクセスし、その端末装置
により、音響信号処理装置が音響信号処理に使用するパラメータの値を参照又は編集しよ
うとする場合に、容易かつ正確にそのための操作が行えるようにすることができる。特に
、音響信号処理装置に直接または他の装置を介して接続されている外部装置に関連するパ
ラメータの参照又は編集を、容易に行えるようにすることができる。
　従って、この発明を適用することにより、音響信号処理装置の運用性を向上させること
ができる。
【符号の説明】
【００９３】
１０…ミキサ、１１，３１…ＣＰＵ、１２，３２…ＲＯＭ、１３，３３…ＲＡＭ、１４，
３４…通信Ｉ／Ｆ、１５，３５…操作検出回路、１６，３６…表示制御回路、１７…波形
Ｉ／Ｏ、１８…ＤＳＰ、１９，３８…システムバス、２１，４１…操作子、２２，４２…
表示器、３０…ターミナル、３７…画像処理回路、４３…カメラ、５０…外部装置、６０
…プリンタ、７０～７３…コード記号
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